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国
民
健
康
保
険
は
、
被
保
険
者

の
方
々
の
医
療
費
を
支
払
う
た
め
、

被
保
険
者
に
納
め
て
い
た
だ
く
国

民
健
康
保
険
税
と
国
・
県
等
の
公

費
負
担
な
ど
の
収
入
に
よ
り
運
営

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
町
村
の
保
険
給
付
に
必
要
な

費
用
は
、
県
か
ら
の
交
付
金
に

よ
っ
て
賄
わ
れ
、
市
町
村
は
、
県

に
対
し
て
国
保
事
業
費
納
付
金
を

納
付
し
て
い
ま
す
。（
二
本
松
市

の
状
況
は【
表
１
】の
予
算
と
お

り
）

　
こ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険
の

税
率
は
、
県
へ
の
納
付
金
の
額
か

ら
国
・
県
等
の
公
費
負
担
な
ど
の

収
入
を
差
し
引
い
た
分
を
賄
え
る

よ
う
に
決
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
令
和
元
年
度
の
税
率【
表
２
】を

改
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
30

年
度
か
ら
の
繰
越
金
を
全
額
を
充

当
す
る
こ
と
に
よ
り
税
負
担
の
軽

減
を
図
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
低
所
得
者
の
国
民
健
康

保
険
税
の
軽
減
措
置
の
対
象
を
拡

充
し
ま
す
。（【
表
３
】の
と
お
り
）

【表２】令和元年度　国民健康保険税の税率等

①医療分 ②後期高齢者
支援金分

③介護
　納付金分

所得割額 6.27％
（▲0.63％）

2.79％
（+0.03％）

2.23％
（▲0.58％）

一人当たりの
均等割額

22,600円
（▲1,600円）

9,800円
（＋200円）

9,800円
（▲2,100円）

世帯当たりの
平等割額

16,400円
（▲1,400円）

7,100円
（+100円）

5,000円
（▲1,100円）

世帯当たりの
課税限度額

610,000円
（+30,000円）

190,000円
（±0円）

160,000円
（±0円）

※（　）内の数値は、前年度と比較した場合の増減値。
年齢ごとの納付内訳
　国民健康保険税は、加入者の年齢によって納める内容
が異なります（上の表の①〜③で表記すると次のとおり）。
40歳未満…①＋②
40～64歳…①＋②＋③
65～74歳…①＋②※介護納付金分は別に納付

歳　入 歳　出
歳出総額に占める保険給付費（医療費等）の予算額
は36億2,655万６千円で、全体の67％を占める。

歳入予算総額に占める国民健康保険税の割合は
19％で、予算額は10億1,724万2千円となる。

【表１】国民健康保険特別会計 令和元年度予算（本算定）決定

その他
2.6%

事務費等
2.1%

保健事業費等
1.6%

保険給付費
（医療費等）
66.6%

国民健康保険
事業費納付金
27.1%

繰入金
8.1%

繰越金
2.8%

その他
0.2%

国民健康保険税
18.7%

県からの負担金、補助金
70.1%

国からの
負担金、補助金
0.1%

国民健康保険特別会計は、例
年６月の議会に補正予算を提
出しています。これは、５月
になると前年度の決算見込み
額が明らかになることから、
その額をもとに、改めてその
年度の予算額を算定するから
なんです。

軽減判定所得額
５割軽減
対象世帯

変更前 330,000円+275,000円×（Ａ+Ｂ）
変更後 330,000円+280,000円×（Ａ+Ｂ）

２割軽減
対象世帯

変更前 330,000円+500,000円×（Ａ+Ｂ）
変更後 330,000円+510,000円×（Ａ+Ｂ）

※Ａ＝被保険者数　Ｂ＝特定同一世帯所属者数
※�「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行さ
れた方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の
世帯に属する方をいいます。

国
民
健
康
保
険
税
の

　
税
率
が
変
わ
り
ま
す

【表３】低所得者の軽減措置　
平
成
30
年
度
の
歳
入
歳
出
差

引
額
は
、
黒
字
と
な
り
ま
し
た

が
、
医
療
の
高
度
化
や
加
入
者

の
高
齢
化
に
よ
り
医
療
費
が
増

加
傾
向
に
あ
る
た
め
、
国
民
健

康
保
険
の
運
営
は
決
し
て
余
裕

の
あ
る
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
後
も
、
医
療
費
の
適
正
化
、

保
健
事
業
の
推
進
等
の
取
り
組

み
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
療

費
の
増
加
を
抑
制
し
な
が
ら
、

安
定
し
た
国
民
健
康
保
険
の
運

営
に
努
め
ま
す
。

総額54億4,355万8千円
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◎
問
い
合
わ
せ
…

・ 
資
格
、
給
付

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

☎（
55
）５
１
０
６

Fax（
22
）１
５
４
７

・
課
税
額
な
ど

税
務
課
市
民
税
係

☎（
55
）５
０
８
５

Fax（
22
）０
７
９
０

・
納
税
な
ど

税
務
課
収
納
係

☎（
55
）５
０
８
７

Fax（
22
）０
７
９
０

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
の
更
新
に
つ
い
て

　
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
で
国
民
健

康
保
険
加
入
者
の
方
に
、
新
し
い

有
効
期
間
の
高
齢
受
給
者
証
を
郵

送
し
て
お
り
ま
す
。

　
８
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
を

受
診
さ
れ
る
場
合
に
は
、
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
を
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
ご
提
示
く

だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
へ

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

日
は
毎
年
８
月
１
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。
引
き
続
き
高
額
な
医
療

費
が
見
込
ま
れ
る
方
で
、
ま
だ
更

新
の
手
続
き
を
済
ま
さ
れ
て
い

な
い
方
は
、
現
在
手
元
に
あ
る
限

度
額
適
用
認
定
証
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
、
印
鑑
を
お
持
ち

の
上
、
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
だ
限
度
額
適
用
認
定
証
を

お
持
ち
で
な
い
方
で
、
今
後
高
額

な
医
療
費
が
見
込
ま
れ
る
方
は
、

限
度
額
適
用
認
定
証
を
提
示
す

る
こ
と
で
、
入
院
、
外
来
を
問
わ

ず
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
額

が
世
帯
に
応
じ
た
一
定
額
ま
で

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
の
で
、
限
度

額
適
用
認
定
証
の
交
付
に
つ
い

て
は
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

令和〇〇

昭和〇〇 〇〇 〇〇

９９９９９９９９９９

福島県二本松市金色403-1

二本松　太郎

二本松　太郎

２割

〇 〇〇
令和〇〇 〇 〇〇

令和〇〇 〇 〇〇

国
民
健
康
保
険

　
　
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ
事
業

　

国
民
健
康
保
険
健
康
マ
イ

レ
ー
ジ
事
業
は
、
60
日
間
の
自
主

的
な
健
康
づ
く
り
の
実
践
と
特

定
健
康
診
査
の
受
診
に
対
し
て

ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
チ
ャ
レ
ン

ジ
目
標
を
達
成
し
た
方
へ
市
か

ら
記
念
品（
健
康
グ
ッ
ズ
）を
進

呈
す
る
も
の
で
す
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
健
康

で
あ
る
こ
と
は
、
医
療
費
支
出
額

や
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
の

軽
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ぜ

ひ
、
こ
の
機
会
に
、
自
主
的
な
健

康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
み
ま

せ
ん
か
。

　
な
お
、
記
念
品
の
進
呈
は
、
期

間
内
に
１
回
の
み
で
す
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
期
間

　
令
和
２
年
２
月
29
日（
土
）ま
で

対
象
者

　

40
歳
～
74
歳
ま
で
の
二
本
松

市
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

の
皆
さ
ん

参
加
方
法

　

国
保
特
定
健
康
診
査
の
受
診

録
・
受
診
券
に
同
封
の
二
本
松
市

国
民
健
康
保
険
健
康
マ
イ
レ
ー

ジ
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ー
ト
に
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
の
実
践
日
を
記
録

し
、
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
詳
細
は
チ
ャ

レ
ン
ジ
シ
ー
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

～
希
望
あ
る
未
来
～

市
民
が
主
役
。

～ 

市
長
か
ら
の
手
紙 

～

　
「
住
み
よ
さ
ラ
ン
キ
ン
グ
２
０

１
９
」が
東
洋
経
済
新
報
社
か
ら

発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
本
松
市
が
全
国
８
１
２
都
市

の
中
で
総
合
１
６
１
位
。
前
回
の

５
７
７
位
か
ら
大
き
く
躍
進
し
ま

し
た
。
東
北
で
は
20
位
、
県
内
13

市
で
は
、
５
位（
前
回
11
位
）と
な

り
ま
し
た
。

　

こ
の「
住
み
よ
さ
ラ
ン
キ
ン
グ
」

は
、
東
京
23
区
を
含
む
全
国
の
８

１
２
市
区
を
対
象
に
ま
と
め
た
も

の
で「
安
心
度
」「
利
便
度
」「
快
適

度
」「
富
裕
度
」の
４
分
野
に
つ
い

て
22
の
指
標
を
用
い
て
順
位
付
け

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
医
療
・
福
祉
・
子
育
て

と
い
っ
た
視
点
の
ほ
か
、
新
た
に

安
全
と
い
う
視
点
か
ら
人
口
当
た

り
の
犯
罪
件
数
や
交
通
事
故
件
数

が
指
標
に
加
え
ら
れ
、
二
本
松
市

の
住
み
よ
さ
が
再
評
価
さ
れ
ま
し

た
。

　

特
に
二
本
松
市
で
は
、
子
ど
も

医
療
費
助
成
の
対
象
を
18
歳
ま
で

拡
大
し
て
い
る
こ
と
や
、
刑
法

犯
・
交
通
事
故
数
の
少
な
さ
、
人

口
一
人
当
た
り
の
歳
出
額
が
特
に

順
位
を
押
し
上
げ
ま
し
た
。

　

私
は
、
市
長
就
任
以
来
、
子
育

て
支
援
、
高
齢
者
・
障
が
い
者
等

の
福
祉
の
問
題
、
教
育
の
充
実
、

人
づ
く
り
、
農
業
の
再
生
、
雇
用

の
確
保
、
企
業
誘
致
と
い
っ
た
産

業
の
振
興
、
さ
ら
に
は
、
市
内
経

済
の
活
性
化
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
推
進
な
ど
、
躍
動
す
る
新

し
い
二
本
松
市
を
つ
く
る
た
め
、

　
「
市
民
が
主
役
。」

　
「
市
民
と
と
も
に
。」

を
基
本
と
し
て
、
決
断
力
と
実
行

力
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
、
そ

の
実
現
の
た
め
に
努
力
し
て
参
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
強
い
決
意
と

信
念
を
持
っ
て
、

　
「
い
の
ち
輝
く
ま
ち
・
二
本
松
」

　
「
活
力
の
あ
る
ま
ち
・
二
本
松
」

　
「
賑
わ
い
の
あ
る
ま
ち
・
二
本
松
」

の
実
現
の
た
め
、
子
ど
も
か
ら
お

年
寄
り
ま
で
、
市
民
一
人
一
人
が

夢
と
希
望
を
持
ち
、
幸
せ
を
実
感

し「
二
本
松
市
に
生
ま
れ
て
、育
っ

て
、住
ん
で
、本
当
に
良
か
っ
た
。」

と
思
え
る

「
希
望
あ
る
未
来
へ
」

豊
か
な「
住
み
良
い
ま
ち
づ
く
り
」

を
市
民
の
皆
さ
ま
と
ひ
ら
い
て
ま

い
り
ま
す
。
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後 期高齢者医療制度 のお知らせ

令
和
元
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
の
決
定
通
知

　
令
和
元
年
６
月
20
日
ま
で
に
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

に
な
っ
た
方
に
は
、
８
月
上
旬
に
、

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

　
そ
の
後
に
75
歳
に
な
っ
た
方
や

住
所
を
異
動
し
た
方
へ
は
、
８
月

以
降
随
時
、
保
険
料
額
決
定
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

●
保
険
料
の
算
定
方
法

　
平
成
30
年
中
の
所
得
等
を
も
と

に
算
出
さ
れ
ま
す
。（
左
の
表
の

と
お
り
）

●
保
険
料
の
軽
減

【
所
得
の
低
い
世
帯
の
方
】

　
所
得
が
一
定
の
基
準
額
以
下
の

場
合
、
均
等
割
額
が
２
割
、
５
割
、

８
割
、
８
・
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※�

こ
れ
ま
で
均
等
割
額
が
９
割
軽

減
と
な
っ
て
い
た
方
は
８
割
軽

減
と
な
り
ま
す
が
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
、
介
護
保
険

料
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

【
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
】

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
ま
で
被
用
者
保
険
等

（
国
保
・
国
保
組
合
は
除
く
。）の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
は
、
所
得

割
額
が
賦
課
さ
れ
ず
、
均
等
割
額

が
、
資
格
取
得
後
２
年
間
、
５
割

軽
減
さ
れ
ま
す
。

※�

他
の
軽
減
に
も
該
当
す
る
方
に

つ
い
て
は
、
軽
減
割
合
の
高
い

方
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

●
保
険
料
の
納
付
方
法

【
特
別
徴
収
】

　
年
金
か
ら
の
支
払
い（
年
金
天

引
き
）に
よ
る
納
付
方
法
で
す
。

※�

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
に
変
更

を
希
望
す
る
方
は
、
国
保
年
金

課
ま
た
は
各
支
所
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

【
普
通
徴
収
】

　
口
座
振
替
や
指
定
金
融
機
関
・

ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵
便
局
）窓
口
で

の
納
付
に
よ
る
納
付
方
法
で
す
。

納
付
書
が
届
い
た
方
は
、
納
期
限

ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

便
利
な
口
座
振
替
を
希
望
す
る

る
方
は
、
金
融
機
関
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

す
で
に
国
保
税
で
口
座
振
替
を

利
用
し
て
い
る
方
も
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
口
座
振
替
を

希
望
す
る
場
合
は
、
あ
ら
た
め
て

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

『
被
保
険
者
証
』の
更
新

　
現
在
使
用
し
て
い
る「
被
保
険

者
証
」の
有
効
期
限
は
、
７
月
31

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
末

日
ま
で
に
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、

新
し
く
届
い
た
被
保
険
者
証
の
窓

口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
の
割
合

（
１
割
ま
た
は
３
割
）を
ご
確
認
の

上
、
８
月
１
日
か
ら
は
新
し
い
被

保
険
者
証（
オ
レ
ン
ジ
色
）を
使
用

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
収
入
が
次
の
場
合
は
、

手
続
き
に
よ
り
一
部
負
担
金
の
割

合
が「
１
割
」に
な
り
ま
す
。

●
被
保
険
者
が
１
人
の
世
帯
の
場
合

　
被
保
険
者
の
方
の
収
入
額
が
３

８
３
万
円
未
満
、
ま
た
は
被
保
険

者
の
方
お
よ
び
同
一
世
帯
の
70
歳

か
ら
74
歳
の
方
の
合
計
収
入
額
が

５
２
０
万
円
未
満
。

● 

被
保
険
者
が
２
人
以
上
い
る
世

帯
の
場
合

　
被
保
険
者
の
方
の
合
計
収
入
額

が
５
２
０
万
円
未
満
。

『
限
度
額
適
用
認
定
証
』『
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
』の
更
新

　
入
院
や
外
来
な
ど
で
支
払
う
自

己
負
担
限
度
額
や
入
院
時
の
食
事

代
が
減
額
さ
れ
る「
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
も
、
７
月
31
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。
限
度
額
認
定

証
・
減
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
８
月
以
降
も
該
当
す
る
方
に
は
、

新
し
い
認
定
証
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
交
付
申
請
は
不
要
で
す
。

●
返
却
を
忘
れ
ず
に

　
有
効
期
限
が
切
れ
た
被
保
険
者

証
お
よ
び
限
度
額
認
定
証
は
、
国

保
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
に
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

「
後
期
健
診
」を
受
診
す
る
方
へ

　
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
の
対
象

者
は「
健
診
日
に
後
期
高
齢
者
医

療
に
加
入
し
て
い
る
方
」と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
受
診
の
際
に
受
診
券
・

受
診
録
・
被
保
険
者
証
が
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
後
期
健
診
の
受
診
券
・

受
診
録
が
届
い
て
い
な
い
場
合
に

は
、
国
保
年
金
課
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

「
後
期
歯
科
検
診
」の
実
施

　
昭
和
18
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

19
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
を
対

象
に
、
歯
科
口
腔
健
康
診
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
案
内
状
が
届
い

て
い
る
方
は
、
事
前
に
歯
科
医
療

機
関
を
予
約
し
、
11
月
30
日
ま
で

に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

「
還
付
金
詐
欺
」に
注
意
！

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
医

療
費
の
還
付
金
詐
欺
事
件
が
多
数

発
生
し
て
い
ま
す
。

　
還
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
市

職
員
が
A
T
M
を
操
作
さ
せ
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。「
還
付

金
の
振
り
込
み
の
た
め
、
A
T
M

に
行
く
よ
う
に
」と
い
う
電
話
が

あ
っ
た
ら
、
詐
欺
を
疑
い
、
す
ぐ

に
警
察
署
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
国
保
年
金
課
医
療
給
付
係

　
☎（
55
）５
１
０
７

　
FAX（
22
）１
５
４
７

所得割額

年間保険料　（上限62万円）

４万1,600円 平成30年
中の所得 − 33万円 × 7.94％

均等割額

＋〔 〕


